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平成２７年労第３１号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による障害補償給付の支給に

関する処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、Ａ市所在の会社Ｂにおいて、介護ヘルパーとして勤務していたとこ

ろ、平成○年○月○日、原動機付き自転車による移動中、普通自動車と接触し負

傷した（以下「本件負傷」という。）。請求人はＣ病院に受診し「腰椎・頚椎椎間

板ヘルニア」及び「神経性耳鳴」と診断され、その後、Ｄクリニックに受診し、

「頭部外傷性後遺症、頚椎捻挫」と診断されて加療の結果、平成○年○月○日を

もって治ゆ（症状固定）となった。 

請求人は、治ゆ後障害が残存するとして、監督署長に障害補償給付の請求をし

たところ、監督署長は、請求人に残存する障害の程度は労働者災害補償保険法施

行規則別表第１に定める障害等級（以下「障害等級」という。）第１４級に該当す

るものと認め、同等級に応ずる障害補償給付を支給する旨の処分をした。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は平成○年○月○日付けでこれを棄却した

ので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審査請求に及んだものであ

る。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 
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（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は､請求人に残存する障害が障害等級第１４級を超える障害等級に該

当する障害であると認められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

請求人に残存する障害として検討すべきものは、請求人の自訴、医証から判断

して、頚部、腰部の痛み、手足の痺れ、歩行時の足部痛等の神経症状と耳鳴りで

あると認められる。 

（１）頚部、腰部の痛み、手足の痺れ、歩行時の足部痛等について 

請求人が自訴する頚部、腰部の痛み、手足の痺れ、歩行時の足部痛等につい

ての医証をみるに、本件負傷の翌日に請求人が受診したＥ医師は、平成○年○

月○日付け症状所見書において、「傷病名：頚椎捻挫、腰椎捻挫、右臀部打撲

傷、右膝打撲傷、胸椎捻挫 初診時の症状及び本人所訴：頚背部痛、腰臀部痛、

右膝痛を訴えていた。特に圧痛や可動域制限及び神経学的異常所見は認められ

なかった。」と述べている。 

Ｆ医師は、平成○年○月○日付け症状所見書において、「傷病名及び部位：

頚椎椎間板ヘルニアＣ５／６（頚椎ＭＲＩ）、腰椎椎間板ヘルニアＬ４／５・

Ｌ５／Ｓ１（腰椎ＭＲＩ） 初診時の症状及び本人所訴：左腰部しびれ、右手

指のしびれ、両下肢の歩行時のしびれ、腰部痛、上下肢筋力低下はなし。」と

述べている。 

請求人が症状固定時に受診していたＧ医師は、平成○年○月○日付け症状所

見書において、「傷病名：頭部外傷後遺症、変形性腰椎症、外傷性頚部症候群、

末梢神経障害、変形性頸椎症 初診時の症状及び本人所訴：平成○年○月○日

事故。事故後、両手足のしびれ、頭痛、頚部痛、耳鳴りを認める。各種検査結

果について：ＭＲＩ 頭部；異常なし 頚椎；Ｃ５／６椎間板ヘルニア、変形

性頸椎症 腰椎；Ｌ４／５，Ｌ５／Ｓ１椎間板ヘルニア 傷病名「頭部外傷」
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の程度：本院受診は事故後１年半経過しているため、事故当時の初診病院に問

い合わせください。」と述べている。 

Ｈ医師は、これらの医証を踏まえた上で、平成○年○月○日付け鑑定書にお

いて、「腰椎のＭＲＩ検査はＣ病院で平成○年○月○日に施行されているが、

第１、２腰椎間、第４、第５腰椎間の椎間板症、第２から第５腰椎の魚椎変形、

第４、５腰椎間の脊柱管への軽度膨隆がみられるが、これらは外傷による変化

ではなく、請求人に既存している加齢的変化であり、以降に撮影された同種の

画像には変化はみられない。Ｄクリニックで平成○年○月○日に頚椎ＭＲＩ検

査が施行されているが、第５、６頚椎間の椎間板の脊柱管方向への膨隆がみら

れるものの、脊髄の変形はみられず、同部での脊柱管狭窄は軽度である。腰椎

と同様に外傷性の変化はなく、これらも請求人に既存している加齢的変化であ

る。 

請求人が受診した複数の医療機関の書面では、他覚的所見がないとされてい

るが、頚椎及び腰椎の画像から請求人には頚椎や腰椎に加齢的変化である椎間

板症が既存しているので、頚椎及び腰椎にある程度の可動域制限が存在し、日

常生活上の動作や姿勢によっても疼痛が出現することは通常のことであり、負

傷との直接的な関連性は低いと判断される。」と意見している。 

本件負傷による請求人の頚部、腰部の傷病について、Ｅ医師は頚椎捻挫、腰

椎捻挫とし、請求人は当該部の痛みを訴えるものの、特に圧痛や可動域制限及

び神経学的異常所見は認められないとしている。これに対して、Ｆ医師及びＧ

医師は、頚椎及び腰椎にそれぞれ椎間板ヘルニアがある旨所見しているが、Ｈ

医師は、請求人の頚椎及び腰椎にみられる病変は、請求人に既存している加齢

的変化であって、本件負傷との直接的な関連性は低く、日常生活上の動作や姿

勢によっても疼痛が出現することは通常のことであるとの意見である。 

当審査会としては、請求人の症状経過に本件の医証を併せて勘案するに、Ｈ

医師の意見は妥当であって、請求人の頚椎、腰椎には既存の加齢に伴う病変が

あり、当該病変のため日常生活上の動作や姿勢によっても疼痛が出現すること

があるものと判断する。 

そうすると、請求人の症状は、既存の加齢に伴う病変による神経症状として

評価することが妥当であることとなるが、仮に本件負傷による症状として評価

したとしても、残存する痛みの性状、頻度、強度等労働能力に及ぼす影響から
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判断すると、決定書理由第２の２の（２）のエに説示されている、頚椎病変か

ら生じる神経症状についての障害等級第１４級、また、腰椎病変から生じる神

経症状についての障害等級第１４級をそれぞれ超えるものとは認められないと

判断する。 

（２）耳鳴りについて 

次に、請求人が自訴する耳鳴りについての医証をみるに、Ｅ医師は、上記症

状所見書において、「耳鳴りの訴えは聞いていない。」としている。 

Ｉ医師は、平成○年○月○日付け障害補償給付支給請求書裏面診断書におい

て、「傷病名：神経性耳鳴り 療養の内容及び経過：平成○年○月○日事故後

より耳鳴り出現とのことで、平成○年○月○日初診。聴力検査上は問題ないが、

耳鳴り続くとのことで内服加療。現在も耳鳴り続いているとのこと。障害の状

態の詳細：聴力検査は左右差なく、異常所見は明らかには認めず。」としてい

る。 

Ｇ医師は、上記症状所見書において、「耳鳴りの発症原因について（平成○

年○月○日の交通事故との関連を含めて）：可能性はありますが、原因は不明

です。（外傷性頚部症候群）」としている。 

Ｈ医師は、これらの医証を踏まえた上で、上記鑑定書において、「負傷日の

翌日に受診したＪ整形外科の平成○年○月○日付けの症状所見書には、耳鳴り

の訴えはなかったとされているので、負傷との関連性は低いと判断される。ま

た、耳鳴りについての障害等級判定基準である『耳鳴りに係る検査によって、

難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できること。』の要件をも満たして

いない。」とし、耳鳴りを含めて頚椎病変由来として「局部に神経症状を残す

もの」に該当するとしたＫ医師の判断を妥当と結論している。 

当審査会としては、請求人の自訴や本件の耳鳴りに係る医証を精査したとこ

ろ、聴力検査の結果明らかな異常所見は認められないとされていること、請求

人が耳鳴りについて医療機関を受診したのは本件災害発生から約１０か月経過

後であることなどから、負傷との関連性は低いとしたＨ医師の意見は妥当であ

って、耳鳴りを障害等級に該当する障害として評価することはできないと判断

する。 

したがって、耳鳴りを含めた頚椎病変から生じる神経症状が障害等級第１４

級の９を超えるものとは認められない。 
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（３）上記（１）及び（２）のとおり、請求人に残存する障害の障害等級は、耳鳴

りを含めた頚椎病変から生じる神経症状についての障害等級が第１４級の９、

腰椎病変から生じる神経症状についての障害等級が同じく第１４級の９であり、

これらは神経症状として同一系列の障害であることから、併合の方法を用いて

準用第１４級となり、これを超えるものとは認められない。 

なお、請求人には平成○年○月○日の事故により頚部に障害等級第１４級に

認定された既存障害があり、現存する障害の障害等級が既存の障害の障害等級

より重くなっていないことから、決定書理由第２の２の（２）のオに説示のと

おり加重には該当せず、当審査会としても、本来、保険給付すべきものはない

と判断するが、請求人への不利益変更が生じることから監督署長の本件処分を

変更しないこととする。 

３ 以上のとおりであるので、監督署長が請求人に対してした障害補償給付の支給

に関する処分を取り消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 

 

 


